
 

 

 

 

令和６年 

９月高浜市議会定例会 

議 案 書 

    



同意第４号 

 

   教育委員会委員の任命について 

 

次の者を教育委員会委員に任命したいから、地方教育行政の組織

及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第４条第２項

の規定により議会の同意を求める。 

 

  令和６年９月３日提出 

 

              高浜市長 吉 岡 初 浩 

 

１ 住  所  高浜市春日町六丁目５番地３６ 

２ 氏  名  江 坂 徳 峰 （４２歳） 

 

提案理由 

 この案は、教育委員会委員磯貝政博氏が令和６年９月３０日で任

期満了となるので、新たに委員を任命するためであります。 



議案第４９号 

 

高浜市住民投票条例の一部改正について 

 

次のとおり高浜市住民投票条例の一部を改正するものとする。 

 

  令和６年９月３日提出 

 

高浜市長 吉 岡 初 浩   

 

高浜市住民投票条例の一部を改正する条例（案） 

 

高浜市住民投票条例（平成１４年高浜市条例第３３号）の一部を

次のように改正する。 

第２条中第５号を第６号とし、第４号の次に次の１号を加える。 

(５) 地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収

に関する事項 

第１０条ただし書中「文書で」を削る。 

第１１条第１項中「同日」の次に「（同日が地方自治法第４条の

２第１項の規定に基づき条例で定められた地方公共団体の休日（以

下この項において「地方公共団体の休日」という。）に当たる場合

には、登録月の１日又は同日の直後の地方公共団体の休日以外の

日）」を加える。 

第１９条第１項中「次の各号」を「公職選挙法（昭和２５年法律

第１００号）第４８条の２第１項各号」に改め、同項各号を削り、

同条第２項第３号中「要介護４」を「要介護３、要介護４」に改

め、同項第４号中「居住している者」の次に「又は区域外に旅行若

しくは滞在している者」を加え、同項第５号中「高浜市の区域外に

ある」を削り、「入所している者」の次に「（規則で定めるところ

により、郵便等によらない不在者投票に係る投票用紙及び投票用封

筒の交付を受けた者を除く。）」を加え、同条第３項中「（投票資

格者に限る。）」を削る。 

第２２条ただし書中「又は不当に干渉されるもの」を「不当に干

渉され、又は市民の平穏な生活環境が侵害されるもの」に改める。 

第２７条中「公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）」を「公



職選挙法」に改める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

提案理由 

この案は、公職選挙法の一部改正に準じて、所要の規定の整備を

行う等のためであります。 



議案第５０号 

 

高浜市税条例の一部改正について 

 

次のとおり高浜市税条例の一部を改正するものとする。 

 

  令和６年９月３日提出 

 

                高浜市長 吉 岡 初 浩 

 

   高浜市税条例の一部を改正する条例（案） 

 

高浜市税条例（昭和２９年高浜町条例第１１号）の一部を次のよ

うに改正する。 

別表特定非営利活動法人のりのりフットワークの項中「二池町一

丁目８番地５」を「二池町一丁目８番地６」に改める。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 

   提案理由 

 この案は、特定非営利活動法人のりのりフットワークの所在地の

変更に伴い、所要の規定の整備を行うためであります。 



議案第５１号 

  

高浜市国民健康保険条例の一部改正について 

  

次のとおり高浜市国民健康保険条例の一部を改正するものとす

る。 

  

令和６年９月３日提出 

  

高浜市長 吉 岡 初 浩 

  

高浜市国民健康保険条例の一部を改正する条例（案） 

 

高浜市国民健康保険条例（昭和３４年高浜町条例第５号）の一部

を次のように改正する。 

第１３条中「第９項」を「第５項」に、「若しくは虚偽の届出を

した場合又は同条第３項若しくは第４項の規定により被保険者証の

返還を求められてこれに応じない」を「又は虚偽の届出をした」に

改める。 

   附 則 

１ この条例は、令和６年１２月２日から施行する。 

２ この条例の施行の日前にした行為及び行政手続における特定の

個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正

する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関

する政令（令和６年政令第２６０号）第９条の規定によりなお従

前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行の日以後

にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例によ

る。 

 

   提案理由 

 この案は、国民健康保険法の一部改正により被保険者証が廃止さ

れることに伴い、所要の規定の整備を行うためであります。 



議案第５２号 

 

   市道路線の認定について 

  

 次の路線を高浜市道路線として認定したいから、道路法（昭和２

７年法律第１８０号）第８条第２項の規定により議会の議決を求め

る。 

 

  令和６年９月３日提出 

 

高浜市長 吉 岡 初 浩 

 

路線番号 路 線 名 起 点 終 点 重要な経過地 

８２９ 論 地 ２ ７ 号 線 
高 浜 市 論 地 町 二 丁

目５番３１７地先 

高 浜 市 論 地 町 二 丁

目５番５５地先 
 

８３０ 論 地 ２ ８ 号 線 
高 浜 市 論 地 町 二 丁

目５番１２４地先 

高 浜 市 論 地 町 二 丁

目５番９５地先 
 

８３１ 論 地 ２ ９ 号 線 
高 浜 市 論 地 町 二 丁

目５番１０２地先 

高 浜 市 論 地 町 二 丁

目５番２９地先 
 

８３２ 春 日 ７ 号 線 
高 浜 市 春 日 町 五 丁

目６番５地先 

高 浜 市 春 日 町 五 丁

目６番６地先 
 

 

   提案理由 

 この案は、開発行為等により設置された道路の市への帰属等に伴

い、市道路線として認定するためであります。 

 



議案第５３号 

 

令和５年度高浜市水道事業会計未処分利益剰余金の処分につ

いて 

 

 地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３２条第２項の

規定により、令和５年度高浜市水道事業会計未処分利益剰余金を次

のとおり処分する。 

 

令和６年９月３日提出 

 

高浜市長 吉 岡 初 浩 

 

 令和５年度高浜市水道事業会計未処分利益剰余金１億９，４７１

万４，５９０円のうち５，２６６万４，９９４円を減債積立金に積

み立て、３，８００万円を建設改良積立金に積み立て、１億４０４

万９,５９６円を資本金へ組み入れるものとする。 

 

   提案理由 

 この案は、令和５年度高浜市水道事業会計未処分利益剰余金の処

分について、議会の議決を求めるためであります。 



議案第５４号 

  

高浜市老人憩の家設置及び管理に関する条例の一部改正につ

いて 

  

次のとおり高浜市老人憩の家設置及び管理に関する条例の一部を

改正するものとする。 

  

令和６年９月３日提出 

  

高浜市長 吉 岡 初 浩   

  

高浜市老人憩の家設置及び管理に関する条例の一部を 

改正する条例（案） 

 

高浜市老人憩の家設置及び管理に関する条例（昭和５１年高浜市

条例第９号）の一部を次のように改正する。 

別表高浜南部老人憩の家の項を削る。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

提案理由 

この案は、高浜南部老人憩の家を廃止するためであります。 



議案第５５号 

 

   工事請負契約の変更について 

 

 次のとおり工事請負契約を変更するものとする。 

 

  令和６年９月３日提出 

 

高浜市長 吉 岡 初 浩 

 

１ 契 約 の 目 的 高取小学校給食施設改築工事 

２ 契 約 の 方 法 一般競争入札 

３ 契 約 金 額 変更前 ５億６，９８０万０，０００円（税込み） 

         変更後 ５億５，８３６万０，０００円（税込み） 

４ 契約の相手方 愛知県高浜市二池町五丁目５番地７ 

都築建設工業株式会社 

代表取締役 都 築   実 

    

提案理由 

 この案は、高取小学校給食施設改築工事について、既存給食室解

体工事の取止めによる減額に伴い、工事請負契約を変更するためで

あります。 



議案第５６号 

 

   財産の取得について（追認） 

 

次のとおり財産の取得について、追認の議決を求めるものとす

る。 

 

  令和６年９月３日提出 

 

高浜市長 吉 岡 初 浩 

 

１ 取 得 財 産 小学校教師用教科書及び指導書（令和２年度） 

２ 取 得 の 方 法 随意契約 

３ 取得予定価格 ２，３９３万３，２７９円 

（うち取引に係る消費税及び地方消費税相当額

２１７万５，７５２円） 

４ 契  約  日 令和２年４月１日 

５ 取得の相手方 安城市御幸本町１４番１４号 

有限会社日新堂書店 

          代表取締役 加藤 登志雄 

 

   提案理由 

 この案は、令和２年度の小学校教師用教科書及び指導書の買入れ

について、高浜市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処

分に関する条例第３条の規定により議決（追認）を経るためであり

ます。 



議案第５７号 

 

   財産の取得について（追認） 

 

次のとおり財産の取得について、追認の議決を求めるものとする。 

 

  令和６年９月３日提出 

 

高浜市長 吉 岡 初 浩 

 

１ 取 得 財 産 小学校教師用教科書及び指導書（令和６年度） 

２ 取 得 の 方 法 随意契約 

３ 取得予定価格 ２，５３３万７，５０４円 

（うち取引に係る消費税及び地方消費税相当額

２３０万３，４０９円） 

４ 契  約  日 令和６年４月１日 

５ 取得の相手方 安城市御幸本町１４番１４号 

有限会社日新堂書店 

代表取締役 加藤 登志雄 

 

   提案理由 

 この案は、令和６年度の小学校教師用教科書及び指導書の買入れ

について、高浜市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処

分に関する条例第３条の規定により議決（追認）を経るためであり

ます。 



議案第５８号 

 

   財産の取得について（追認） 

 

次のとおり財産の取得について、追認の議決を求めるものとする。 

 

  令和６年９月３日提出 

 

高浜市長 吉 岡 初 浩 

 

１ 取 得 財 産 小中学校教師用教科書及び指導書（令和６年

度） 

２ 取 得 の 方 法 随意契約 

３ 取得予定価格 ２，０６２万７，４８３円 

（うち取引に係る消費税及び地方消費税相当額

１８７万５，２２５円） 

４ 契  約  日 令和６年４月１日 

５ 取得の相手方 高浜市青木町四丁目１番地２５ 

         株式会社不二商会 

          代表取締役 都築 孝雄 

 

   提案理由 

 この案は、令和６年度の小中学校教師用教科書及び指導書の買入

れについて、高浜市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は

処分に関する条例第３条の規定により議決（追認）を経るためであ

ります。 


